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■
在宅寝たきり者世帯歳末
見舞贈呈事業

民生委員の協力のもと、在宅の寝たきり者世帯に、介護用消耗品を贈
る

A ○

贈呈事業について検討材料として、2月に配分先に
アンケート調査を行った結果、半数以上の方が継続
実施を強く希望され、見舞品についても8割の方が現
状の物品を希望された。（共同募金配分金・315,684
円）

○ 継続 ○

〔社協〕
アンケート結果に基づき、
H30年度は現状で実施し
ていくが、内部で検討を行
う。

■
独居高齢者暑中見舞い、
年賀状の発送

（概要）ひとり暮らし高齢者への暑中見舞い、年賀状を発送する（ボラン
ティアの協力による）
（対象）市内で生活されている73歳以上のお一人暮らしの方（対象者の
把握は民生委員・児童委員に依頼）

A ○

小中学生に作成を依頼している支所があり、福祉教
育の意味合いを持たせている。一方でボランティア
グループに依頼している支所では、作成するボラン
ティアに負担がかかっているケースがある。

○ 継続 ○

〔社協〕
福祉教育としての取組み
として、福祉教育推進事
業のメニューとして実施で
きないか検討を行う。

②避難行動要支援
者名簿の整備

(45) ■
災害時要援護者避難支援
制度

（主旨）災害が発生又は発生するおそれがある場合に、自ら避難するこ
とが困難な方に対して避難支援を行う。
（概要）支援を申し出られた方に対して、個別に避難支援計画を作成し、
災害が発生するおそれがある場合等に、その計画に基づいて地域住民
による避難支援を行われる仕組み。
（対象）要介護３以上、身体障害１・２級及び知的障害Ａ判定の方、高齢
者のみ世帯（独居含む）、乳幼児、妊産婦、外国人等、その他支援を希
望する方すべてを対象
（根拠）災害対策基本法

B △

平成28年8月に引き続き、年齢到達や介護認定など
により新たに対象となった方に対して案内を発送し、
申出を受けた。しかしながら、支援者が確保できてい
ないや支援区分が適切かどうかなど、緊急時に即対
応できる記載内容になっていないケースが見受けら
れる。

△ 継続 △

〔くらしの安全課〕
支援制度の確実な実施に
向け、支援者、受入れ施
設農、引き続き調整を進
める。

③防災に関する啓発 (46) ■ 防災訓練事業
　自主防災組織等が実施する防災訓練に、市職員や丹波市防災会の
防災士等が訓練指導にあたり、地域防災力の強化と防災意識の向上を
図る。

A ○
自主防災組織による防災訓練や自治協議会を主体
とした訓練が実施されるなど、多様な訓練が行われ
ている。

○ 継続 ○

〔くらしの安全課〕
自主防災組織の育成及び
防災意識の向上を図れ
た。

④自主防災組織の
育成及び支援

(47) ■
自主防災組織育成助成事
業

　地域の防災力強化のため、自主避難所の運営又は救出救助等に要
する各種防災資機材の購入費、防災リーダー養成講座受講費用等の
一部を助成する。

A ○

小規模な自治会では組織できない場合に、近隣自
治会と協力して新たな自主防災組織を設立されたと
ころもあり、自主防災組織の必要性が理解されてき
ている。

○ 継続 ○
〔くらしの安全課〕
新たな防災リーダーの養
成を図ることができた。

⑤安否確認体制の
確立

（48） ■ 災害対策事業

　避難行動要支援者名簿（個人情報提供に同意いただいた方のみ）を
自治会や民生委員・児童委員等の地域の支援者に平常時から提供す
ることにより、早めの避難支援に活用でき、災害発生後には安否確認が
行える。

B △

自治会長及び民生委員に該当地域の要支援者支援
申出書のコピー及び名簿を提供し、災害時の安否確
認にための保管されている。
現時点では、申出書の提出がされていない方の状
況確認よりも、名簿提供者の実態を把握することを
優先しており、未提出者の中で支援が必要な方の確
認ができていない状況にある。

△ 継続 △

〔くらしの安全課〕
制度の周知は図れたもの
の実効性のある取り組み
が十分進んでいない。

⑥医師会などと協働
した地域の防災体制
づくり

(49) ■ 災害対策事業
　市域内での災害対応病院の指定、救護所の設置、救護班の編成、医
薬品の備蓄等について、医師会や歯科医師会、医療機関等と調整し、
防災体制の整備を図る。

D ×
防災担当部署のみでは進めることは困難なため、健
康部や福祉部と協議・調整が必要である。 × 継続 ○

〔くらしの安全課・健康課〕
新病院の開院に合わせて
災害拠点病院の位置づけ
協議、更には災害時の支
援体制について、県、丹
波健康福祉事務所及び担
当部局と共同で調整を行
う。

⑦社会福祉施設等と
連携した災害時要配
慮者の受け入れ体
制の確保

（50) ■
災害時要援護者避難支援
制度

　地震や風水害、その他の災害により、災害時要援護者が避難する際
の受け入れ先として、社会福祉施設等と「災害時における要援護者避
難施設として民間社会福祉施設等の使用に関する協定」を締結し、災
害時要援護者の受け入れ体制を確保する。

A ○

福祉避難所として、高齢者や障がい者等の受入れに
ついての新たな協定の提携にを行った。今後は具体
的な受け入れ態勢の整備や、受入れ訓練の実施に
より、迅速かつ確実に実地視できるようさらなる調整
を図る。

○ 継続 ○

〔くらしの安全課〕
新たに福祉避難所所とし
て協定を締結することが
できた。

■ 避難所運営 運営管理（衛生・生活・給付）・ボランティア派遣等 A ○
防災担当部署のみでは進めることは困難なため、関
連組織との協議・調整により対応を図る。

△ 継続

■ 火災等見舞金支給事業

（主旨）市内のおいて、火災等により住宅に被害を受けた市民に対して、
見舞金を支給する
（概要）火災や風水害などの自然災害（火災等）により住家に被害を受
けた世帯に対する見舞金の支給を行う
（対象）災害により被害を受けた当時市内に住所を有している者
（根拠）丹波市災害見舞金支給規則

A ○
火災等の被害に遭われた方に対し、見舞金等の支
給を実施した。（４件／対前年比２件増） ○ 継続

■ 災害ボランティア支援事業
被災者支援活動に対して、予算の範囲で助成する
災害ボランティアの登録や研修を行う A ○

平成29年度は災害ボランティアネット丹に被災地支
援バス代として920,000円を助成（2回実施分）。 ○ 継続 ○

〔社協〕
毎年災害が発生してい
る。継続して実施する。

■ 災害ボランティア補助金 災害ボランティアセンター開設時における連携支援・補助金 A ○
今年度は、災害ボランティアセンターを開設しなけれ
ばならない規模の災害がなかったため、未実施であ
る。

× 継続 ○

〔社会福祉課〕
平常時に災害ボラセンの
設置判断要件及び要請の
タイミング等について事前
調整を要する。

①健康の維持・増進
に関する意識啓発の
推進

（53) ■
健康たんば21第２次計画
の推進

【早起き・おひさま・朝ごはん】を合言葉に、ぐっすりすやすや運動を基軸
とする健康たんば21計画第２次計画の「栄養・食生活」「身体活動・運
動」「こころの健康」「タバコ」「健康診査・健康管理」の５つの重点分野の
推進に努め、市民の健康意識の向上を図る。

A ○

ライフステージを通して、健康意識の向上に向けて
各種健康相談・健康教育を実施し、自分の健康を自
分で保持増進できる自律した健康づくりの普及啓発
を実施している。

○ 継続 ○

〔健康課〕
健康たんば21第２次計画
に基づき、着実に事業を
実施している。今後も、市
民自らが健康づくりに取り
組めるよう健康意識の啓
発を推進する。

②疾病予防、早期発
見・早期治療に向け
た取り組みの推進

（54) ■
健康増進事業、感染症予
防事業、母子保健事業

妊娠期から高齢期まで、健康診査、がん検診、予防接種、健康相談、健
康教育、保健指導を実施し、疾病の予防や早期発見、早期治療に努
め、市民の健康寿命の延伸を図る。

A ○
ライフステージを通して、母子保健事業、予防接種、
健康診査事業や保健指導を実施し、疾病予防、重症
化予防を実施している。

○ 継続 ○

〔健康課〕
予防接種実施判定システ
ムの運用を開始し、接種
誤りが０件になり導入効
果が見られた。子育て世
代包括支援センターの開
設準備を進め、産前産後
ケアサービスの充実に努
めた。

■ 高齢者お昼のつどい
自治協に対し、地域福祉推進支援事業により小学校区単位で開催する
経費の一部を助成する A ○

地域福祉推進支援事業を申請された22自治協のう
ち14自治協が「高齢者お昼のつどい」を開催された。
（共同募金配分金）（4,018,359円）

○ 継続 ○

〔社協〕
高齢者お昼のつどいは地
区の自主的な事業とし
て、引き続き地域福祉推
進支援事業で支援してい
く。

■
ふれあい・いきいきサロン
活動支援

サロン開催の相談や助言、レクリエーション用具、ビデオの貸し出しの
他、活動費の助成　　サロンボランティアへの研修　　いきいき百歳体操
を普及させる

A ◎

いきいき百歳体操の普及（H29年3月末で95ヵ所開
設）も一つの要因として、平成29年度は新規開設が
19件、合計206ヵ所となった。
助成支援だけではなく、サロンボランティア交流会の
開催による意見交換、ボランティア講師の派遣調
整、レク用具の貸出しや運営助言を実施した。
また、ボランティアの担い手づくりのため傾聴ボラン
ティア養成講座を開催し、サロンを活動の場として必
要とされるところにつなげた。

◎ 充実 ○

〔社協〕
新規開設されるサロンが
ある半面、ボランティアが
高齢化し、休止されるサロ
ンも出てきている。より負
担感の少ない運営方式で
集いの場ができるよう、情
報提供や意見交換を行っ
ていく。
サロンで夏休みの学生・
児童との交流やボランティ
アまつりへの参加方法を
考える。

■ 生きがいデイサービス事業
介護保険の認定を受けていない方で介護予防が必要とされた方にサー
ビスを行います A ○

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、
平成31年度末までに廃止する。そのため、廃止後、
利用者がいきいき百歳体操を始めとする地域活動等
にスムーズに移行するよう、支援を検討中である。

○ 縮小 ○

〔介護保険課〕
生きがいデイサービスの
廃止に伴い、受け皿とな
る地域の通いの場の整備
が必要がある。

■
生活支援サービス体制整
備

いきいき百歳体操普及のための支援（サポーターボランティアポイント） A ○

いきいき百歳体操開催地区91か所（30年1月末現
在。予定含む）で活躍されているサポーター活動の
派遣調整を行っている。あわせてボランティアポイン
トの発行と取りまとめ業務を、地域支えあい推進員を
中心に行っている。

○ 継続 ○

〔社協〕
いきいき百歳体操普及支
援として、市と合わせて力
を入れている。

２
　
地
域
ぐ
る
み
の
健
康
づ
く
り
の
推
進

③サロン活動を通じ
た健康づくりの推進

１
　
防
災
・
減
災
な
ど
安
心
し
た
地
域
づ
く
り
の
推
進

①地域福祉ネット
ワーク等の推進を通
じた要配慮者の把握

(44)

⑧避難所における福
祉サービスの継続提
供

（51) ○

〔くらしの安全課〕
共助による避難所運営や
迅速なボランティア対応な
ど、関係機関等との連携
が必要。

〔社会福祉課〕
規則に基づき支給手続き
を行うこととするが、特に
火災時及び小規模災害発
生時（一部地域）における
支給対象を整理しておく
必要がある。

（55)

④介護予防活動の
推進

（56)

⑨災害ボランティア
センターとの連携

（52)
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基本目標３　　つながりが生みだす豊かな暮らしをめざします　　（つながる）

推進方策/取組
（H27～H31）

No

取組内容　/　取組主体 事業視点評価（H29） 施策視点評価

■ ストップ！要介護助成事業
いきいき百歳体操を普及するため、必要な用品の購入費の一部を助成
する A ◎

26自治会から申請があり、早々に予算上限に達し
た。いきいき百歳体操を始めるきっかけの一つに
なっている。次年度は予算額を増やして対応する。

◎ 充実 ○
〔社協〕
必要なところに必要な助
成ができるよう努める。

■
一般介護予防事業　　　地
域介護予防活動支援事業

介護予防出前講座・いきいき百歳体操の地域展開・いきいき百歳体操
サポーターの育成 A ◎

いきいき百歳体操実施団体が目標77ヶ所のところ、
H30年1月末には91 団体(実施予定含む）となった。
今後は継続支援や市全域に偏りなく設置できるよ
う、未設置地区への働きかけや、育成されたサポー
ターへの活用・支援が必要である。

◎ 継続 ◎

〔介護保険課〕
いきいき百歳体操は、平
成29年度末で91団体とな
り、目標を上回るペースで
展開している。今後も継続
して事業展開し。通いの
場としての役割を担うとと
もに、未設置地区への働
きかけや、育成されたサ
ポーターの活用を検討す
る。

①ボランティア・市民
活動支援センターへ
の支援の充実

（57) ■
ボランティアのコーディネー
ト

（概要）ボランティアの相談や支援、コーディネートを行う
運営経費の助成等の支援を行う A ○

本所・支所で実施
福祉学習関係の学校からの問い合わせ、サロンボラ
ンティア等から講師派遣についての問い合わせ等に
対応した。

○ 継続

■
ボランティア市民活動セン
ター運営

（概要）丹波市を中心に活動するボランティアグループ、個人ボランティ
アの登録、養成講座の開催、コーディネート等を行う A ○

本所・支所で実施。ボランティア登録カードで管理し
ており、地域活動へのボランティアコーディネートを
丁寧に行っている。

○ 充実

■ ボランティア養成講座
図書館サポーター養成講座、手話奉仕員養成講座、各種養成講座の開
催 A ○

平成29年度は地域の担い手の拡大、地域における
集いの場づくりをすすめていくため、60歳代以上のボ
ランティア活動が増えていく仕掛けづくりとして、傾聴
ボランティアの養成を行った。（9回開催、延べ359名
参加）

◎ 充実

■ サマーボランティア体験
（概要）夏休みの期間中に、学校を通じ児童・生徒たちにボランティア体
験をする機会を提供
（対象）市内の小中高生

A ○

夏休みの期間中に児童・生徒達にボランティア体験
をする機会を提供し、支え合いの心を育み少しでも
福祉に関心が持てるよう、各支所で実施した。（延べ
58回開催・延べ429名参加）

○ 継続

■
生活支援サービス体制整
備

くらし応援隊養成講座の開催
社協へ運営委託 A △

くらし応援隊が一人でも増えるよう、周知を図り講座
内容を検討して実施。平成29年度は食中毒対策など
新しいプログラムで対応したが、想定していたより登
録者は少なかった。

△ 充実 ○

〔社協〕
1回の講座に対する参加
人数、登録者は少ない
が、活動内容がわかるよ
う、動画で紹介するなど
もっと充実させていく。

③ボランティアに関
する総合窓口の充実

(59) ■ ボランティアへの相談支援
（概要）ボランティアの相談や支援、コーディネート、ボランティア活動保
険加入手続き、ボランティア団体等に活動助成 A ○

本所・支所で実施
福祉学習関係の学校からの問い合わせ、サロンボラ
ンティア等から講師派遣についての問い合わせ等に
対応した。

○ 継続 ○

〔社協〕
ボランティア同士の交流
会や情報交換ができる場
の設定を考えていく。

■
よろずおせっかい支縁セン
ター

生活支援コーディネーターを配置する
よろずおせっかい相談所、よろずおせっかい相談支縁センター、生活支
援サービス推進会議、関係機関等のネットワーク構築を行い、地域の生
活課題が地区又は市内の社会資源により解決できる体制づくりを行う。

A ○

社会福祉法人による相談所および支縁センター設
置、地区生活支援サービス推進会議支援が一部設
置されるなど、基盤整備ができつつある。今後は相
談所が窓口として周知・利用されるとともに、地域の
生活課題が有機的につながるよう地域支えあい推
進員が機能する必要がある。

○ 充実 ○

〔介護保険課〕
よろずおせっかい支縁セ
ンターに支えあい推進員
を配置し、よろずおせっか
い相談所の拠点としての
役割を担った。

■
福祉のまちづくり交付金事
業

（主旨）地域における自発的な福祉のまちづくり実現のための支援
（概要）５ケ年（H26-H30)で全自治協に対し、金銭的支援を行い地域が
取り組む福祉のまちづくりに寄与
（対象）市内自治協（1回のみ）
（根拠）福祉のまちづくり交付金交付要綱

A ○

善意銀行に預託いただいた方の思いを地域での福
祉活動の取り組みに活用していただくため、平成26
年度から5年間で市内全自治協に取り組んでいただ
く事業で、地域での集いの場づくりや研修などに取り
組んでいただいている。また、この金銭的支援につ
いては自治協の規模により異なる。

○ 継続 ○

〔社協〕
次年度（H30年度）がこの
事業の最終年度となる。
今後は地域福祉推進支援
事業として継続支援して
いく。

■
公民館等施設整備事業補
助金

自治公民館活動の活性化を促進し、自治会が実施する公民館の新築
等施設整備事業に要する経費の全部又は一部を補助する A ○

自治会において、自治公民館の改修が実施され、施
設の機能向上による自治会活動の活性化が促進さ
れた。

○ 継続

■ 地域づくり交付金事業
（主旨）市民による主体的な連携と交流の地域づくり事業を推進する自
治協議会に交付金を交付する。
（対象）25自治協議会

B △
平成28年度から新しい交付金制度の運用が始まり、
地域課題解決に特化した事業展開が進みつつある。

△ 継続

■
丹波市ファミリーサポート
センター

（概要）子どもを預けたい人、預かる人を登録し、地域で子どもとその家
族を支援する　社協に運営委託
（対象）市内の概ね6ヶ月～小学6年生までの子ども
（根拠）丹波市ファミリーサポートセンター実施要綱

A ○
アフタースクール利用児童の保護者、認定こども園
入園児の保護者などへの、事業周知が必要 ○ 継続

■ たんば子ども食堂事業
（概要）地域の方を対象に、食事を通じた居場所づくりをすすめ、つなが
りを通して地域での見守り体制づくりなど、暮らしやすい地域づくりを進
める

A ○
春日地域で2件の申請があり、助成した。社協広報
等でも紹介した。孤食改善のために子供を中心に大
人も含め実施していく。

○ 継続

■ 出張ふくし教室
（概要）福祉について地域の方と一緒に学び、福祉に関する市民の理解
を深める
（対象）自治会や団体、グループ等

B ○

開催依頼があった時に、各支所とも生活支援サービ
ス体制整備事業の説明、認知症予防に関する事柄
について、積極的に呼びかけを行うことができた。職
員のスキルアップについて、研修を行い認知症予防
ゲームを習得し地域で提供することができた。

○ 充実

■ 無料法律相談
（概要）法律問題でお困りの方に、兵庫県弁護士会所属の弁護士が相
談に応じる A ○

市民に身近な法律相談として定着しており、無料の
ため毎回申し込みが多い。 ○ 継続 ○

〔社協〕
平成29年度は年間144人
枠のところ、141名の相談
者数であった。引き続き実
施していく。

■ 出張ふくし教室
（概要）福祉について地域の方と一緒に学び、福祉に関する市民の理解
を深める
（対象）自治会や団体、グループ等

B ○

開催依頼があった時に、各支所とも生活支援サービ
ス体制整備事業の説明、認知症予防に関する事柄
について、積極的に呼びかけを行うことができた。職
員のスキルアップについて、研修を行い認知症予防
ゲームを習得し地域で提供することができた。

○ 充実 ○

〔社協〕
社協職員が地域に出向い
て、地域福祉や介護保険
の現状をPRすることは地
域福祉を進めていくことに
おいて必要である。今後も
市民の希望や、今聞いて
いただきたいことなどメ
ニューを増やして対応して
いく。

■ 高齢者権利擁護相談会
毎月１回、司法書士と社会福祉士により、金銭管理や成年後見制度な
ど権利擁護に関する相談会を開催 A ○

12月時点で相談会利用率は９割を超えている
（94.4％）状況である。今後は、専門職による随時相
談がおこなえる体制づくりについて、関係機関と協議
していく。

○ 充実 ○

〔介護保険課〕
権利擁護相談がいつでも
できる体制整備を検討す
る必要がある。

■
障がい者虐待対策・障が
い者差別解消支援地域協
議会

年2～3回協議会を開催し、虐待防止に関する啓発活動、情報交換及び
研修を行う。 A ○

障がい者虐待に関する情報を共有し関係機関の相
互連携を図った。 ○ 継続

■
高齢者虐待防止地域連絡
会

年に1回、連絡会を開催し、虐待防止について地域や関係機関へ啓発
を実施 D ×

29年度は、介護保険課においては開催できなかっ
た。しかしながら、各組織の代表が集まり、意見交換
ができる貴重な場であるため、今後は開催に向けて
協議していきたい。ただし、障がい福祉課と合同で開
催するか否かは検討が必要である。

× 改善

■ 子育て支援連絡会
家庭における養育機能の低下や地域における人間関係の希薄化など
による子育て不安、児童虐待、青少年の問題行動等に対して、市民・団
体等が協働して子育て家庭を支援するために子育て支援連絡会を設置

A ○
子育て支援連絡会議（H29.7月、11月開催）
子育て応援研修会（H30.1月実施） ○ 継続

③要保護児童対策
地域協議会関係者
の連携強化

(65) ■
要保護児童対策地域協議
会

児童虐待防止のため、地域の関係機関等と連携し、虐待を受けている
児童に関する情報や支援対策を共有し、要保護児童等の早期発見や
適切な保護を図ります。

A ○
要保護児童対策地域協議会
代表者会儀　1回　5月
実務者会儀　2回　8月・2月（予定）

○ 継続

〔子育て支援課〕
複雑化する事案に対応す
るため、関係機関との連
携を強化し、職員の専門
性を高める必要がある。
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②地域の居場所づく
り

(61)

△

〔障がい福祉課〕
関係機関との連携を強化
し、引き続き障がい者の
虐待防止、差別解消に努
める必要がある。

〔介護保険課〕
引き続き連絡会を実施し、
関係者と意見交換等する
必要がある。

〔子育て支援課〕
子育て世代を地域で支え
ていくという観点から、関
係団体の連携は今後も必
要である。

○

〔子育て支援課〕
ファミリーサポートセンター
事業は、どのようなニーズ
があるのかを把握すると
ともに、引き続きＰＲに努
めていく。

〔社協〕
子ども食堂のような集い
の場づくりを支援するとと
もに、地域の担い手づくり
をすすめる。

○

〔市民活動課〕
公民館等施設整備事業補
助金は、前年度の緊急整
備と比較すると、件数は
少なくなったが、継続的な
支援が必要である。
地域づくり交付金事業は、
地域の課題解決に向けて
取組まれつつある。今後
は、交付金制度の本来の
あり方を整理するととも
に、それに伴う自治協議
会の運営等方向性や仕組
みづくりの検討が必要で
ある。

③地域の中で人と人
が繋がる仕組みづく
り

５
　
虐
待
防
止
へ
の
取
り
組
み
の
推
進

①虐待防止に対する
啓発

(63)

②虐待防止ネット
ワークの充実

(64)

(58)

②ボランティア・市民
活動支援センター事
業の充実と機能の強
化

④介護予防活動の
推進

（56)

○

〔社協〕
地域の担い手、集いの場
づくりをさらに進めていく
ため、センターとしての運
営の在り方を見直してい
きたい。

○

〔社協〕
事業計画に基づき、着実
に実施できた。同じような
内容でも、目玉となるキー
ワードを講座の中に取り
入れ参加人数を増やすこ
とができた。今後もさまざ
まな興味を引く講座を企
画していきたい。

2/2 3.つながる（44～65）


